
第14号様式 (第 8条関係 )
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(そ の 2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳
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必須様式(2/4)

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額 θ

員 数   (党費又は会費を納入 した人の数) θ

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 額 備    考

θ
内訳を (そ の7)に記入
(■ 附者の区分 :■人)
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内訳を (そ の7)に配入
(書‖者の区分 :法人その他の団体)

内訳を (そ の7)に記入
(書‖者の区分 :政治団体 )
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(本年 の 収 入 額 )2収 入項 目別金額の内訳 の (1)～ (6)の 計

(ア )個人からの寄附

(う ち特定寄附)

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附
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(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)



(そ の 3)

政治資金パーティーによる収入である場合は、「事業の種類」欄には政治資金パーティーの名称を、「金額」欄には収入の金額 (パーティー
券のその年の売上額)を、「備考」欄には、開催年月日、開催会場の所在地、開催会場名 (部屋の名前も含む。)を記載すること。
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また、収入が 1千万円以上である政治資金パーティー (=「特定パーティー」)については、様式 (そ の 10)も記載すること。
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(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入  (「政治資金パーティー」の場合は欄外の※に注意すること。)
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(そ の 5)

※ 政党支部が本部や同じ政党の支部から寄附を受けた場合は、この様式に計上する
公職の候補者の後援会の場合、政党から受けた寄附は様式 (そ の 7)に記載する
(後援会と政党の関係は、本部と支部の関係にはあたらない。 )

※ 「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名
から、県内にあつては市郡名から記入してください。
(例)東京椰港区○○

'丁
目 1-7

神奈‖l県横浜市中EO02丁 目2-2
籠口市博多区○03丁目3-3
欄■ロキ姜町○04-4
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(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入
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(そ の 6)

(6)そ の 他 の 収 入
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ものについては、一括 して 「1件 10万 円未満のもの」欄に合算 して計
上すること。
なお、預金利子については、同一金融機関の同一種類の預金利子であ
れば、証書番号が異なっていても、まとめて 1件 とし、その利子の合
計額が10万 円以上であれば、収入年月日ごとに内訳を記載すること。

その他収入



(7)寄 附 の 内 訳 (寄附者の区分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 □個人 d*x<atfr,afrt# □政治団体

寄附者 の氏名

(団体にあつては、その名称)
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る事務所の所在地 )
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(そ の 7)

※ 「住所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあつ
ては市郡名から記入 してください。
(例 ) 丁目 , ― ,

2丁目2-2
3-33丁目

4-4
※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に応 じて記載

して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 目)に記載することができる。
寄附の内訳



(そ の 7)

□政治団体(7)寄 附  の  内 .訳 (寄附者の区分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 □個人

金 額 年月 日 住所 (団体にあっては主た
る事務所の所在地)

職業 (団体に
あっては、代表
者の氏名 )
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寄附者 の氏名
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※ 「住所」欄については、県外にあつては都道府県名から、県内にあつ
ては市郡名から記入 してください。
(例)東京口繊EOO'丁 目 ,― ,

神奈::ⅢⅢ日浜市中EO02丁 目2-2
籠口市博多区○03丁目3-3
籠■日申■町○04-4

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に応 じて記載
して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記載することができる。

寄附の内訳



(そ の 7)

(7)寄 附 の 内 訳 (寄附者の区分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 □個人 d*xto>rua,frtr □政治団体
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る事務所の所在地 )
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寄附の内訳

3丁目
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※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に応 じて記載
して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記載することができる。
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(そ の 10)

(10)機関紙誌の発行その他の事業による収入(その3)のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳

特定パーティーの名称 対価に係る収入の金額 対価の支払をした者の数 開催年月 日 開 催 場 所 (所在地及び会B名 ) 備 考
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※  様式 (その 3)の うち特定パーティーについて記載すること。
前年以前の収入がある場合、備考欄に前年分の収入金額及び対価の支払をした者の数を記入すること。
他の政治団体と共同で開催 した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体の名称を備考欄に記載すること。

※ 「開催場所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内に
あっては市郡名から記入し、会場名まで記入してください。
(例)東京口騰区○○ ,T日 ,-1 00ホ テル○○の間

神奈‖:県横浜市中EO02丁 目2-2 00ホ テル○○の間
僣口市博多区○03丁目3-3 00ホ テ′ιOOの間
籠■ロキ姜町○04-4 00会 饉○○の間

特パ収入内訳



(1)支出の総括表
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(3)備 品・消耗品費

(4)事 務所費

小   計

ノ/
い

′`
つ θ β

わ
／ θ ′

「資金管理団体」又は「日会■員関係政治団体」であ

⑥

る期間中の支出は、項目(人件費を除く)ごとに

その14に内訳を

"載
すること

θ ⑦

λ

“ “

ノ・｀

0
ヽ
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(2)選 挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費
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(5)寄 附 0交付金
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(その 13)

3 支出項目別金額の内訳

※ 支出先が当該団体の本部又は支部であるものについては、項目ごとの額を備考欄に記入 し、併せて
その内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

☆支出がある場合には、本様式は必須となる。

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コE



(3)政治活動費の内訳 項 目別区分 殊ュ紘 i)多働者 (俎絨灯系タ )

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団 体にあつては、主たる事務所の所在地)

備 考

蒻「I /
ハ
ゝ

“

０
′ 分 θ 々夕よ′/3 グ床)タオ穴タフル」 稲lη7Йヱ老水、訳―,城ょ

10

11

12

13

14

15

本 頁 上 記 の 小 計 / 0̂ ダ
９

′

（
σ θ

そ の 他 の 支 出 θ
′ ♪ θ

／
υ ´

△
ロ 計 ヽ

`く

“

θ θ / ′

(そ の 15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の(1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)のいずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個型 :墜

=:乙
生 :三:コ:」」i世菫とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(そ の 15)

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だ し(3)に ついて
はア～工)のいずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に

沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生2主 ユ 生三 とに別玉 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目別区分 __′iLl`l=L`1嘘 k_D金:L髭勘生_11笙 ( 友 陽卜質 )

支出の目的 金 額 年月 日
支出を受 けた者 の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考

10

11

12

13

本 頁 上 記 の 小 計

そ の 他 の 支 出 ハ
つ / タ

０
′ ク θ

△
ロ 計 タ ′

/
ハ

つ
０

′

“

´



(3)政治活動費の内訳 行 ケタ項 目別区分 (

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団 体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考

うちしレスを力|千 ´ /
/
/

ヽ
●く よ ´ θ ガタん」ヒぢ 畔わリンレイ 粍,周ヤル区

・
761夕 ∂―皮/―∂ダ

八たヽ勉多久会 ヽ

J
ヽ
ジ θ θ θ θ 2夕λ′/6 沐イ)木ライスシ̀杉ズ渤 杉同ヤ1%`解ン現

`13-3-3八次/公 ク危筋院ト α 虫
/
わ ´ ´ ク 浚舅タム′ シ″

｀`
多勁公ヽ稲lZ昨嗜次二夭津〃チ/7

11

13

14

15

本 頁 上 記 の 小 計 ハ
Ｘ
υ

ノ
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そ の 他 の 支 出 よ
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(そ の 15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だ し(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生⊆ヒ量豆L生二ことに別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(3)政治活動費の内訳 弁ユ′卜激ん′27タ (会場4卿脅項 目別区分

支出の目的 金 額 年月 日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考

10

11

12

13

本 頁 上 記 の 小 計

そ の 他 の 支 出 /
θ
／

ヽ
J ダ θ

△
口

彗↓
口 : /

θ

／ 3 ダ θ

■■■■■

(その 15)

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だ し(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生2_±ゴL仁三二ね巳趾菫とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(その 15)

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だ し(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に

沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、

個生∠と±i生 二二とに別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目別区分 ( )q>> | if.'-l )

支出の目的 金 額 年月 日
支出を受けた者の氏名

(団 体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団 体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考

うちシレリメβトタび免ル成 /
/
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，．ヽ

ノヽ
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ぅちルllμトゥ,メィ仏1効)
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本 頁 上 記 の 小 計 ヽ
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(その 15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 ∠_彪並ゝ :ジ菫 (ホ″久ヘリジえれわ鑽)

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考

10

11

12

14

15

本 頁 上 記 の 小 計

そ の 他 の 支 出 ハど
ヽ

J θ ´ θ

△
ロ

ユニ
ロ : , 、

プ θ θ θ

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だ し(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生こと±ゴL仁二ことL別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付す
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載
これ ら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

とこるす付添をし写の等書収領
。
の

と

そ
こ
　
ヽ

る

し



(そ の 15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の(1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)の いずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生ヱと±ユ 生二二とL別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 多4後 を′ア_琢 (絲ター′動i夕4扁砂れ′ιl′フ%/十/升フるし)

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考
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(そ の 15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 (

移
11公 )

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団 体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

備 考

″
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本 頁 上 記 の 小 計 ′ヽ
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※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に

沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、

個生fヒ量豆L仁■二と二別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付する
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し
これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

とこるす付添をし写の等書収領
。
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(そ の 15)

髭4_2幽重」笙 (彦笏閉′形脅夕公.珍ソ″貿項 目別区分(3)政治活動費の内訳

支出の目的 金 額 年月日
支 出を受 けた者 の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団 体にあっては、主たる事務所の所在地)

備  考

評 ジ々 カ́レス侑磁鮮オ /
ヽ
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ヽ
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/ 3本 頁 上 記 の 小 計 よ θ θ ′
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※

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に

沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、

皿 延 墨 ゴ 弦 二 壺 上 胆 ユ すること。

5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。
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1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

項 目 別 区 分 ‐,(※ )

偏
缶 備    考

ア 土  地 □ 百

イ 建  物 □ 日

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 図

工 取得の価額が 100万 円を超える動産 画

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。) □

力 金銭信託 □

キ 有価証券 ピ

ク 出資による権利 □ 図

ケ 貸付先ごとの残高が 100万円を超える貸付金 函

コ 支払われた金額が 100万 円を超える敷金 図

サ 取得の価額が 100万 円を超える施設の利用に関する権利 図

シ 借入先ごとの残高が 100万 円を超える借入金 日

必須様式(3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入すること。

□

図

図

□

□

□

□
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仁士′

巳 誓  書

添付書類 (別添のとおり)

函 1 領収書等の写し ′

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。 )

□ 3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

宣誓 日

令 和 6+ J EaSa
政治団体の名称

`

グ
′

会計責任者の氏名 【署名又は記名押印】

※ 以下は飼出睡聾劉□i」L」【饉EΩ虫圭11壼ヨL_」(劇断11二五位 1五」E菫」自 lL】L中Ω』」巳:Lす ること。

代表者の氏名 【署名又は記名押印】

1 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書
類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

2政 治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提
出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面
及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでな
い 。

必須様式(4μ )


